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第第第第４４４４３３３３回回回回奈良県奈良県奈良県奈良県メディカルメディカルメディカルメディカルコントロールコントロールコントロールコントロール協議会協議会協議会協議会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
        

    「奈良県メディカルコントロール協議会」は、奈良県における救急隊員等が行う応

急処置等に対して、医学的な質の保障を担保するため、救急隊員等への教育研修体制

や指示助言体制及び事後検証体制等に関する審議・検討を行うことを目的に県の附属

機関として設置した協議会です。 

 平成１５年４月に第１回奈良県メディカルコントロール協議会を開催して以降、約

２０年間にわたり、奈良県における病院前救護体制の高度化推進に尽力してまいりま

した。 

 今回も奈良県における病院前救護体制の高度化推進について検討するため、第４３

回奈良県メディカルコントロール協議会を下記のとおり開催します。 

    

記 

    

１ 開催日時及び方法  

   令和７年３月５日（水）１４時００分から ＷＥＢ開催 

 

２ 傍聴会場 

   奈良市登大路町３０番地 

   奈良県庁 東棟２階 災害対策本部室 

 

３ 内  容 

   病院前救護体制の高度化推進について、他 

 

４ 協議会委員 

   別紙のとおり 

 

５ その他 

  ・取材は、会議冒頭より可能です。 

  ・傍聴者の定員は、会場の都合上１０名程度とし、希望者多数の場合は先着順と

します。 

  ・傍聴を希望される方は、当日１３時３０分から１３時５０分までの間に受付を

してください。定員になり次第、受付を終了します。 

  ・その他、傍聴に関する事項は、別紙「傍聴に関する注意事項」をご参照くださ

い。  
※報道資料は奈良県消防救急課のホームページにも掲載しています※報道資料は奈良県消防救急課のホームページにも掲載しています※報道資料は奈良県消防救急課のホームページにも掲載しています※報道資料は奈良県消防救急課のホームページにも掲載しています。。。。    
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令和７年２月２６日 

奈良県消防救急課 消防救急係 

担当：土井・小橋 

直通：０７４２－２７－８４２３ 

内線：２２７３・２３９９ 
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【別紙】 

 

傍聴に関する注意事項 

 

 

１、会議を傍聴する場合の遵守事項 

（１）傍聴中は静粛にすること。 

（２）旗、のぼり、プラカードまたはこれらに類するものを携帯しないこと。 

（３）飲酒または喫煙をしないこと。 

（４）写真撮影、録画、録音を行わないこと。ただし、許可を得た場合はこの

限りではない。 

（５）携帯電話を使用しないこと。 

（６）会議の途中で非公開の決定がされた場合は、速やかに退出すること。 

（７）その他、傍聴会場の秩序を乱し、傍聴の支障となる行為をしないこと。 

 

 

２、傍聴の秩序の維持 

（１）傍聴者は、傍聴に当たっては係員の指示に従うこと。 

（２）傍聴者が遵守事項を守らない場合、係員は退室を命じることができる。 

（３）退室を命じられた傍聴者が、次回以降の会議に傍聴を希望した場合は、

傍聴を許可しないことができる。 


